
★ 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
号
）
（
薬
務
課
）

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 
 

１ 

登
録
販
売
者
試
験
の
受
験
資
格
要
件
の
廃
止
に
伴
う
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 
 

２ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

１ 

一
１ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

 
 

２ 

一
２ 

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日



★ 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
六
号
）
（
障
害
者
支
援
課
）

 

一 
改
正
の
要
旨

 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
規
則
に
つ
い
て
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。

１ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則 

２ 

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則 

３ 

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則

 

二 

施
行
期
日

 
 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

 


